
外国人材育成・送り出しの取組に関する説明会

長崎県の現状 と外国人材の受入れについて
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1長崎県の生産年齢人口等の見通 しヽ (1)

長崎県の生産年齢人口 (15歳～64歳)は急速に減少
(減少率は全国でワース ト5位以内)
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1長崎県の生産年齢人口等の見通 し (2)

労働参加が進まないと労働力人口も減少 (労働力率がR2と 同率 (59.3%)と した場合)
15歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」を合わせたもの

(就業者+完全失業者)■ 15歳以上の人口
E労働力人口
・労働力率 :
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長崎県の外国人労働者雇用状況 (1 産業別の外国人労働者数・雇用事業所数 (推移))

県内の外国人労働者数・雇用事業所数ともに増加 し、過去最高

産業別 外国人労働者数 産業別 雇用事業所数
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1長崎県の外国人労働者雇用状況 (2) 全国比較
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1外国人材受入れ 外国人材確保総合支援事業 (1)

本県産業を支える担い手の確保に向け、相談窓口の設置や企業向けセミナーを実施

外国人に「選ばれる長崎県」づくりに向けて、 3市と連携し、事業者の外国人材の受入環
境整備・定着に向けた取組を支援するなど、受入側のさらなる体制強化を図る

事業概要

外国人材受入促進支援員によ

受入促進セミナー (制度説明・受

優良企
見よ

総合相談窓口 Hア ドバイザー派遣

訪間 (理解促進日意識醸威、

隷 ロ

勲 受'入事例害≒酌

企業と監理団体等のマッチング会

受入れ後のフォローなど)

る日細 の聯 を深める研膝

受入環境整備への支援

日本編教育・技能講習への支援

ベトナムとの覚書に基づく受入促進

長崎県で働く魅力発信 (動画)

二『 |「下
i

)
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1外国人材受入れ支援制 外国人材確保総合支援事業 (2)

外国人材の受入れへの理解

具体的検討

外国人材の受入れに不安

選択肢の一つとして検討

外国人材の受入れ・定着

外国人材受入れ総合相談憲ロ

業種を問わずご利用いただけます。お気軽にご相談ください

相談内容に応じて、専門的な知見を有するアドバイザーを派遣して対応します

※相談窓口は令和 7年 6月頃開設予定

(1)外国人材の受入れにかかる

相談対応

(2)ア ドバイザー派遣

(3)企業と県内就職希望の留学生
のマッチング

外国人材向け住宅情報の提供について

県内企業から総合相談窓口に対して、住宅情報提供
の依頼を受けたものについて、全日本不動産協会、

レオパレス21及び県住宅供給公社へ照会し、住宅
情報を提供します。
総合相談窓口までお気軽にご相談ください。

※必ず入居可能な住宅が見つかるとは限りません。

法制度、雇用手続き、在留資格取得手続き、受入環境整備

など、外国人雇用に関する様々な相談に対応

※全ての在留資格に対応。住まいの相談も受付

企業の相談内容に応じて、行政害士、社会保険労務士のほ

か、受入環境整備に関する知見を有する者を派遣

企業の相談内容に応じて、 (一社)長崎留学生支援セン
ターや各大学へ情報提供し、留学生とのマッチングを支援

③住宅情報提供 (個別対応)■成約

貫フヽⅢ言
l!|]

全日本

不動産

rR!T著回特

県住宅供給

公社

レオ′ヽレス
21

③住宅情報提供

①住宅情襟提供

レー トの入力

会 員

企業
県設饉

相毅窓ロ
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1外国人材受入れ支援制度 外国人材確保総合支援事業 (3)

外国人材の受入環境整備・定着を図る取組
1外国人材受入・定着促進補助金 (長崎市・佐世保市・皇報市とそれつ麒勢北蝶 を支働

(1)事業の目的  口国内外で人材獲得競争の激化していることや、令和9年度から開始さ
れる育成就労制度では、「転籍」が認められるため、賃金の高い都市
部への人材流出が懸念。
日外国人に選ばれる長崎県づくりに向け、企業における「働きやすく、
住みやすい環境づくり」 (就労 E居住環境整備)を支援

(2)補助対象者  長崎市、佐世保市、雲仙市 ※市から市内企業への補助
(3)補助対象経費 ※②のみの申請は不可

①就労 口居住環境整備
田就業規則、社内掲示物、マニュアル等の多言語化、エアコンロ自転
車等の備品購入、礼拝スペース ロ寮の整備など

②文化等体験 日地域との交流活動 (地域定着の取組)

※補助事業は各市が実施 しますので、詳細については各市へご確認下さい。

2日本語や技能のスキルアップヘの支援
(1)目 的 :企業が行う日本語教育や技能講習に要する経費を補助し、魅力的な就労環境整備を支援
(2)補助対象者 :県内企業等
(3)補助対象経費 :講師謝金 日旅費、教本オ費、会場費、受講料、交通費、通信環境整備経費 (※ )、

その他経費必要と認める経費

(※)工事に要する経費などのハード整備や、タブレット端末購入経費等は対象外
(4)補助率及び補助金額 :補助対象経費の2/3(上限10万円)以内

1外国人材受入れ支援制度 外 人材確保総 (4)

9

内1容

県とベトナムクァンナム省との覚春に基づく受入促進

>長崎県では、朱印船貿易により歴史的に深いつながりのあるべトナム中部に位置する
クァンナム省と平成29年 6月 、友好交流関係を締結

>友好交流関係のもと、産業労働部において、令和元年10月 、クァンナム省労働 日傷病
兵 F社会局問題局と「人材交流に関する覚書」を締結

▼
力 ▼ ″`+入 空 hヽ指 黎 士 ス 善 出 雄 rく ]]: 寸 会 ネ+Ⅲ 歩連 建 l^ ベ R+ム 入紺 r■

に技能実習生)の受入れを促進

令和 6年度の取組 :SULECO社 と県内監理団体との個別面談会、セミナーでの紹介

「SULECO社存活用 して受入れ弁沐食討 したい |「詳細を知 りたいJ等のご意向がありまし
ナ‐兄ヽ県夫 実 人材 謀 でご連絡ください^

令和 6年 10月 21日 (月 )、 SULECO社 を訪問
県内企業の技能実習生の採用画接に同席し、施設見学を実施
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1外国人材受入れ支援制度 外国人IT人材等確保促進事業 (バングラデシュ IT人材の確保)(1)

IT関連業界における人材ニーズに対応するため、関係市町や県内大学等の産学官が連携
し、質の高い IT人材が豊富なバングラデシュからの受入れを推進 (「長崎県モデル」)｀
あわせて、宗教・文化等の違いを ま け込めるよう、き

1外国人材受入れ支援制度 外国人IT人材等確保促進事業 (バングラデシュ IT人材の確保)(2)

生

【パングラデシユ檬 R】
>人口司 7儀焦 平均年齢28歳
>親日国、寿醐 9日剣酬両
>ノィスサウス大学Iよ 大阪府立大と同, レヽ
>優秀なIT櫛駒 ミ多い力k賃金フⅢ聾勃い`
>鱗 成宏調引塩 年6勃碇監 堅調に成長
>進出日系企業は巴却餡嵌割部曽 (202卿 81D

。日本語、日本文化、 〕K
ビジネスマナー、こCT
・日本企業との採用マッチング

0

′―スサウス大学 バングラデシユで
県内企業とIT大材
とのマッチング会

オンライン面談も
瓢 職

申
・日本言融 育
=採用予定企業での
インターンシップ

0

※」ICAプロジエクトから始まり、現在は宮崎大学、伽啓林館 !現地大学がコラボして運営

日本語能力試験 N4以上を目指す
<日本語学習>
・バングラデシユICTエ ンジエアの日本就職に特化した教材
・日・週 口月単位での確認するテス トの実施

<日本文化、ビジネスマナーの学習>
・日本文化に親 しむイベン トや日本人との交流
・日本企業での基本情報、面接対策、ビジネスマナー
・日本企業の開発現場で求められる実践的なICT技術

県内の

議数企業
睡 業
f〔J,,1「 H乳

【現地での授業】 【現地マッチング会】

拳

2バングラデシュでの 音

した

1事業スキーム ⇒ 宮 で実繕のある仕組みを活用

人ホオの ITスキル

日本語能力 (ノ ースサウス大学の教育 :5か月間)

60～ 80
献労ビザに切管

ITスキル

採用内定者が

留学生として来日日本企業に就職したい IT人構
(20～ 40名 )

現地の4年生大学で IT科 目を専攻
日本の大学新卒よリスキルレベルは高い
・バングラデシユでは、国策としてIT人材の

育成を強化している
※履歴書の情報だけでは、ITスキルが半J断で

きない場合は、事前テス トの実施が可能

3企業向けセミナーから入朴 主で の流れ ( 安 ) ↓
↓

目
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R72回目

4月 15月R71回目 生1月

4企業の手続き・負担

各種手続き

H大学の入学手続き
・留学ビザの取得申請
tイ ンターンシップの手続き
E住居の紹介
・転入手続き
・宗教等への対応など

名ヽ種名続き等については、県

紹介手数料 128万 円/人

・一部は大学授業料・生活費・家賃に充当
・別途現地マッチング会への渡航費用が掛
かります。

―切費用は掛か りません。

※県が採用マッチングに力珀るヽ費用の一部を
負担しているため、企業負担が軽減
※長崎市内及び佐世保市内の事業者を対象に、
人材紹介手数用の1/2を各市が補助 (予定)

R6年度 は 3社に 3名が採用
・長崎市の IT関係と建設業関係
・諌早市の建設業関係

<採用を決めた企業より>

現地マツチング会で現地
め状況がよく′分かつた
0
‐
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1外国人材の受入れについて (1)

労働力人口は減少 &高齢化 → 対応策は外国人材の受入れと生産性向上
団“会社に体力があるうちに"“少しでも人的余裕のあるうちに"外国人材の採用

を進めることがポイン ト

外国人材受入れ済企業の声

(建設業 )

コロナ禍 ごろか ら日本人の採用が難 しくな り、将来の ことを考えて、外国人材の受入れ を
検討 しました。日本人社員の中には “なぜ ?・ という声もありま したが、人手が不足す る
と、業務の しわ寄せが来て社員自身が大変になることや、事業の継続 も困奈性になるとい う
ことを何度 も説明 し言陀得 しま した。
外国人材は明るく莫面目に働いて くれており、日本人社員も熱心に、いるいると工夫を し
なが ら仕事 を教えてくれています。

日頃か ら密にコミュニケーシ ョンを取 り、孤立 しないように気を配 つています。
住居は、空 き家を買い上げて複ヂ汝人でシェアしています。周辺の住民の中には、外国人が
住む ことを何 とな く恐いと思 う方もいるので、入屋晩の検掛に同仁 c病院

^亀
五主温う_な

ど、できる限 り生活面のサポー トを行つています。
外国人材は日本入社員を指導する立場で活躍 しており、当社で働 き続けたいと、特定技能
2号合格を目指 して頑張 つています。(製造業 )

(介護事業 )

者い外国人が入ってきて、入所者の方々や職場の雰囲気が明るくな りま した。
また、ある作業を指示 したところ、 “なぜ このようなや り方をするのか、こうしたらいい
のではないか "と 日本人にない視点から業務改善の提案も してくれます。
日本語能力の向上のため交換 日記を行つています。読み書 きもかな り上速 しま した。
住民との交流 を深めるため、母国の料理をふるまうイベン トを開催 しています。

日本人の採用が難 しく外国人材の採用を始めま した。高校に リクルー トに行 つても、約 2
千件の求人があってお り、自分たちのよ うな中小企業には来てくれません。
外国人材を採用するにはコス トがかかりますが、一 牛 曝 命 持 鶴 穿 習 程 しよ うと死百骨長って (

(販売業 )

れ る_夕1凰入拡の書在 l主主貝本人‡虫鼻 _の牽ll激にもなつており、結果的には会社 1こ と,(有 益
と考 えています。
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1外国人材の受入れについて (2)

人材獲得競争が激化 → 働きやすく、住みやすい環境づくりが重要
“「外国人を選ぶ」から「どうすれば外国人に選んでもらえるかJヘマインドを変える必要"

団職場のサポートが定着につながる→ 良い評判がその後の人材獲得ヘ

0職務内容やキャリアプランを明示
採用面接等の段階から職務内容を明示し理解させる
(思つていた仕事と違つた⇒転職・失踪へ)
また昇進 H昇格制度や、スキルアップのための研
修などを提供し、1尋来のキャリアアップを支援する

0生活のサポート
住環境整備や、地域との交流機会の提供など、
様々な面で支援し、外国人材が安心して生活でき
る環境をつくる

職 場

②働きやすい職場環境づくり
多言語化や日本人社員の理解促進など働きやすい

職場環境をつくる

失踪などトラブルの原因となるハラスメント行為
(特に暴力)には要注意

0コ ミ三ニケーション促進
定期的な面談やメンターの配置、日本人社員との
交流会開催などにより、仕事や生活の悩みを話し
やすい環境をつくり、必要な支援を行う

①受入れの必要性などを社内全体で認識を共有し、外国人と協働する機運を醸成する
②外国人材が孤立せず、気軽に相談できる環境を整備する (lonl面談、メンター配置)
③積極的に日本語の習得を支援する (日本人社員や外部講師による研修、交換日記の実施、語学試
験の受験料補助など)。 また業務に関連する資格の取得を推奨する。
④安全衛生上のキーワードを日本語で十分に理解してもらう。標識、掲示、マニュアルの多言語化
⑤外国人材が日本の文化やルールを知る機会、日本人社員が各国の文化を勉強する機会を設けるな
ど、異文化を相互に理解して尊重する意識を醸成する

①生活にあたつて必要な備品・環境を整える
②生活の基本的なルールや情報を掲載した資料を配布したり、行政手続や銀行日座の開設、病院の
受診などの際には日本人社員が同行してサポートする
③外国人材が地域に早く溶け込めるよう、日本人社員が同行して近隣に挨拶を行う
④地域住民との交流の機会や、地域の文化・歴史・自然等を体験する機会を設ける

生 活
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